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　3 月 20 日の卒業式での抗議行動では、我孫子
駅前のチラシ配布と中央学園大学校門前の抗議
行動で東京からは当該組合とお互い様ユニオン、
地元からは東葛ふれあいユニオン、新社会党、そ
して国労千葉地本の宣伝カーをＮ関労千葉が運
転し、助手席には千葉スクラムユニオン 1 名が
乗り込み、集合時間 11 時よりも 1 時間早めに現
地到着となった。千葉の自宅からは、午前 7 時
４０分の出発であった。
　学校前の弁士は津和さんが、我孫子駅前は長南
新社会党本部書記長が、優しく呼びかけた。「卒
業式のおめでたい中で、非常勤講師待遇の抜本的
改善を！」訴えています。この問題は非常勤講師
の問題を超えて、非正規労働者全ての問題です」。
　一緒に、我孫子駅前で会社の宣伝テッシュを
配っている女学生から、「私にもチラシを下さい」
と手が伸びた。チラシを渡すと、「非正規の
すべての人の問題ですよね！小林先生が正規講
師になれば、非正規が正規になれるかもしれませ
んね！頑張って下さい」と励まされた。まさに、
全国的な統一テーマである「すべての非正規を正
規に！」のたたかいである。
　そして、3 月 30 日には第 3 回目の公判が午前
10 時に東京地裁 709 号法廷で行われた。午前
10 時前の 1 時間裁判所前での宣伝活動も行われ
た。

4 月 3 日、中央学院大学校門前入学式抗議行動

非常勤講師待遇の抜本的改善を！

大学当局は恥を知れ！

労働契約法 20 条（有期雇用と正規雇用

との均等待遇を定める）違反をただす

　4 月 3 日午前 11 時には４・３入学式での
抗議行動を開始、前回と同じく 20 名が我孫
子駅前と二手に分かれ、300 枚のチラシが完
全配布となった。千憲葉からは憲法を活かす
会代表の上野健一、事務局長の菅原軍次さん
とＮ関労千葉 2 名。そして千葉スクラムユニ
オン 1 名の計 5 名で参加しました。
弁士には、津和さんと上野代表など 3 人が交
代で行ってきました。
　近くには土手があり、広々とした畑と遠く
の利根川沿いには菜の花畑が扇を開いたよう
な景色と心地良い微風が弁士の訴えと共に入
学生や父母らに伝わったことと思います。

（略称「小林勝 20 条闘争を支援する会」チラシ
より抜粋しました）

　千葉県我孫子市にある中央学院大学に 24 年
間にわたり非常勤講師として働く小林勝氏は、
昨年 11 月に、労働契約法 20 条違反等を理由
に、学院を東京地裁に提訴した。



 　わが国では、非正規労働者が全労働
者の 4 割に及びますが、3 大都市圏の
私立大学ではすでに何十年も前から、
全教員の約 7 割が非正規の教員（非常
勤講師）であり、かつ全授業の 5 割前
後を担当してきています。
　ですがその待遇は酷く、非常勤講師
の月給は、週 1 回 1 科目担当でわずか
3 万円前後、専任講師なみに週 6 コマ
担当しても月１２～ 20 万円程度（専任
の２０％以下）にすぎません。社会保
険にも非加入で、賞与も各種手当も退
職金もありません。日本のパート労働
者の待遇は所定内給与に限ってもフル
タイムに比し５７％程度であり、世界
的に見ても極めて低い水準です。
　この訴訟は、大学の非常任講師が格
差是正を求めて起こした日本で初めて
のものです。
　その結果は全国の非常勤講師の待遇
改善に大きな影響を与えるもので、絶
対に敗けるわけにはいきません。

多くの皆様の 「支援する会」 への参加をお願します。

赤松範夫 ( 弁護士 )　 荒川真佐子 ( 世田谷区教職員組合特
別執行委員 )　伊藤誠 ( 経済学者 )　長南博邦 ( 野田市議
会議員 )　海渡雄一 ( 弁護士 )　金澤寿 ( 全労協議長 )　金
子勝 ( 立正大学名誉教授 )　小林誠一 ( さくら医院院長 )
　斎藤隆康 ( ユニオンネットお互いさま委員長 )　嶋崎英
治 ( 三鷹市議会議員 )　白石孝 (NPO 官製ワーキングプア
研究所理事長 )　鈴田渉 ( 大阪労働学校アソシエ講師 )　
舘幸嗣 ( 中央学院大学法学部教授 )　津和崇 ( 労働問題研
究委員会代表 )　野崎佳伸 ( 世田谷区職労元執行委員 )　
浜田嘉彦 ( 全国山林労働組合中央執行委員長 ) 平澤修 ( 中
央学院大学法学部教授 )　福士敬子 ( 元都議会議員 ) 保住
敏彦 ( 愛知大学名誉教授；経済学 )　前田純一 ( 税理士事
務所職員 )　宮坂要 ( 国労中央本部元書記長 )　森博行 ( 弁
護士 )　吉原節夫 ( 労働ジャーナリスト )　

【呼びかけ人】

　賛同金■個人　年間一口 1000 円　■団体　年間一口　000 円

　振込先■郵便振替口座　口座名称：「小林勝さんを支援する会」

　　　　　　　　口座番号：００１４０－４－６０３２８８

他行からの振込■店名：019　種目：当座　口座番号：0603288

連絡先■メール：mkoskirr@gmail.com 電話 070--5077-7190　

活　動■①ホームページ開設　②集会・シンポジウムなどの開催

 ③裁判傍聴支援　④「ニュース」の発行　⑤街頭宣伝・署名など

第 4 回公判

5 月 25 日（木）午前 10 時

東京地裁 709 号室

小林勝さんの裁判を支援する会結成集会

とき：4 月 26 日（水）　午後 6 時 30 分

ところ：　神保町区民会館２Ｆ（A・B 会議室）

講演：加藤晋介弁護士ほか弁護団

　　　労基法 20 条を闘う仲間たち

経過報告：支援する会事務局、弁護団

決意表明：小林勝


